
【別紙】

１ 森林整備の実績（※1前年度） 

業務の内容
契約金額

契約件数

森林整備

（簡易な施設を含む）

  千円

１２３，４５６

件

１５

１ 前年度とは、届出書の提出日が属する県の会計年度（4月 1日～翌年 3月 31 日）の直前の県

の会計年度１年間をいいます。 

２ 前年度に完成し、引き渡しを行った森林整備の最終契約額の合計を記入して下さい。 

３ 国、県、市町、（公社）兵庫みどり公社、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備セン

ター（旧緑資源機構）が発注した森林整備工事の実績の合計を記入してください。 

４ 森林整備とは、森林で行う地ごしらえ、植栽、下刈り、施肥（追肥を含む）、除伐、間伐、枝

落とし等をいいます。簡易な施設とは、森林で施工する獣害防止柵、柵工、筋工、階段工、歩

道等をいいます。 

街路や公園内での森林整備は含みません。 

５ 金額は千円単位で記入してください。（千円未満切り捨て）

記 載 例 

※5 
※4 



２ 主な森林整備の実績一覧表（前年度） 

発注者名 契約業務名
業務の

場所

主な業務

内容
契約額

契約

年月日

（記入例）

兵庫県

保育事業

保安林改良事業

○○市

○○町

下刈り

本数調整伐

  千円

12,000
R4.7.12 

（記入例）

（公社）ひょ

うご農林機構

里山防災林整備
○○市

○○町

獣害防止柵

木柵 5,000
R4.10.20 

１ 前年度とは、届出書の提出日が属する県の会計年度（4月 1日～翌年 3月 31 日）の直前の県

の会計年度１年間をいいます。 

２ 前年度に完成し、引き渡しを行った森林整備の最終契約額を記入して下さい。 

３ 本表には国、県、市町、（公社）兵庫みどり公社、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林 

整備センター（旧緑資源機構）が発注した森林整備工事の実績を記入して下さい。 

４ 契約額が大きい順に、５契約分を記入して下さい。 

５ 発注者は、国、県、市町、（公社）兵庫みどり公社、国立研究開発法人森林研究・整備機構森

林整備センター（旧緑資源機構）を記入して下さい。 

６ 業務の場所は市町名を記入して下さい。 

７ 主な業務内容は、地ごしらえ、植栽、下刈り、施肥（追肥を含む）、除伐、間伐、枝落とし、

獣害防止柵、柵工、筋工などを記入して下さい。 

８ 契約年月日は、発注者との当初契約日を記入して下さい。 

９ 契約書（当初・変更）の写しと工事内容が確認できる書類（内訳表・明細表等）を添付して

下さい。 



３ 技術者等の内訳                 

（１）－１ 管理技術者・現場技術者数 

種 別 氏  名 取得年度 
実務経験 

年  数 
資 格 名 

管理技術者 

兵庫 太郎 H29 5 林業技師 

現場技術者 

兵庫 太郎 H29 5 フォレストマネージャー 

兵庫 次郎 H26 8 

○○○○○ 

他府県で取得した場合、 

その資格名を記載

兵庫 三郎 H30 4 兵庫県森林整備士 



１ 林業技士とは、社団法人日本森林技術協会の定める林業技士の登録を受けた者をいいます。 

２ 技術士とは、技術士法の定める国家試験（技術士第二次試験）に合格し、技術士法第 32 条１

項の定めによる登録を受けた者をいいます。 

３ 技術士補とは、技術士法に定める国家試験（技術士第一次試験）に合格し、技術士法第 32条 

2 項の定めによる登録を受けた者をいいます。 

４ 兵庫県林業作業士とは、兵庫県知事、財団法人兵庫県営林緑化労働基金（林業労働力確保支

援センター）から林業作業士であると認定を受けた者をいいます。 

５ 兵庫県森林整備士とは、社団法人兵庫県林業会議、兵庫県森林組合連合会から森林整備士で

あると認定を受けた者をいいます。 

６ フォレストワーカー(林業作業士)とは「研修終了者に係る登録制度の運用について」に基

づき、所定の研修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された者をいいます。 

７ フォレストリーダー(現場管理責任者)とは「研修終了者に係る登録制度の運用について」

に基づき、所定の研修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された者をいい

ます。 

８ フォレストマネージャー(総括現場管理責任者)とは「研修終了者に係る登録制度の運用に

ついて」に基づき、所定の研修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された

者をいいます。 

９ 資格要件の森林整備業務に関する実務経験年数は、「兵庫県森林整備業務入札参加者選定要

綱」第２章第１条に既定の「Ａの整備内容」相当とし、次の実務経験を有する者とし、①５年

以上とする場合は、『資格名』に修了した高等学校、林業大学校、大学で森林・林業に関する学

科・科目を、②10 年以上とする場合は『資格名』に「森林整備業務経験 10 年以上」と記載し

てください。 

 ①５年以上：高等学校、林業大学校、大学で森林・林業に関する学科・科目を修了した者 

 ②１０年以上：上記①以外の者 

10 管理技術者の各資格に対する人数は重複して記入できません。 

（例）Ａさんが林業技士と技術士補の両方を持っても、どちらか一方の資格を選んで記入して

下さい。 

11 現場技術者の各資格に対する人数は重複して記入できません。 

（例）Ｂさんが林業作業士と森林整備士の両方を持っていても、どちらか一方の資格を選んで

記入して下さい。 

12 管理技術者と現場技術者は重複して記入できます。 

 （例）Ａさんが林業技士と技術士補の資格に加えて、林業作業士と森林整備士の資格を持って 

いる場合、Ａさんの名を管理技術者欄に記入した上で、現場技術者欄に林業作業士と森林 



整備士のどちらか一方の資格を選んでＡさんの名を再記入できます。 

13 資格については、免許や認定等を証する書面の写しを添付して下さい。 

14  現場技術者に相当する他府県等で取得した資格については、資格名欄にその資格名を記載す

ると伴に、資格を取得した研修内容等がわかる書類を添付して下さい。 

15  実務経験年数は、森林整備に従事した年数を記入して下さい。 

16 常時雇用者に限ります。 

17 記入する枠が足らない場合は、行を追加して記入して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１） －２ 管理技術者・現場技術者数 

種 別 氏  名 取得年度 
実務経験 

年  数 
資 格 名 

管理技術者 

兵庫 太郎 H29 5 フォレストマネージャー 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

現場技術者 

兵庫 次郎 H26 8 

○○○○○ 

他府県で取得した場合、 

その資格名を記載 

兵庫 三郎 H30 4 兵庫県森林整備士 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



１ 林業技士とは、社団法人日本森林技術協会の定める林業技士の登録を受けた者をいいます。 

２ 技術士とは、技術士法の定める国家試験（技術士第二次試験）に合格し、技術士法第 32 条１

項の定めによる登録を受けた者をいいます。 

３ 技術士補とは、技術士法に定める国家試験（技術士第一次試験）に合格し、技術士法第 32条 

2 項の定めによる登録を受けた者をいいます。 

４ 兵庫県林業作業士とは、兵庫県知事、財団法人兵庫県営林緑化労働基金（林業労働力確保支

援センター）から林業作業士であると認定を受けた者をいいます。 

５ 兵庫県森林整備士とは、社団法人兵庫県林業会議、兵庫県森林組合連合会から森林整備士で

あると認定を受けた者をいいます。 

６ フォレストワーカー(林業作業士)とは「研修終了者に係る登録制度の運用について」に基

づき、所定の研修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された者をいいます。 

７ フォレストリーダー(現場管理責任者)とは「研修終了者に係る登録制度の運用について」

に基づき、所定の研修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された者をいい

ます。 

８ フォレストマネージャー(総括現場管理責任者)とは「研修終了者に係る登録制度の運用に

ついて」に基づき、所定の研修を修了した者で、林野庁に登録申請し登録証を通知された

者をいいます。 

９ 資格要件の森林整備業務に関する実務経験年数は、「兵庫県森林整備業務入札参加者選定要

綱」第２章第１条に既定の「Ａの整備内容」相当とし、次の実務経験を有する者とし、①５年

以上とする場合は、『資格名』に修了した高等学校、林業大学校、大学で森林・林業に関する学

科・科目を、②10 年以上とする場合は『資格名』に「森林整備業務経験 10 年以上」と記載し

てください。 

 ①５年以上：高等学校、林業大学校、大学で森林・林業に関する学科・科目を修了した者 

 ②１０年以上：上記①以外の者 

10 管理技術者の各資格に対する人数は重複して記入できません。 

（例）Ａさんが林業技士と技術士補の両方を持っても、どちらか一方の資格を選んで記入して

下さい。 

11 現場技術者の各資格に対する人数は重複して記入できません。 

（例）Ｂさんが林業作業士と森林整備士の両方を持っていても、どちらか一方の資格を選んで

記入して下さい。 

12 管理技術者と現場技術者は重複して記入できます。 

 （例）Ａさんが林業技士と技術士補の資格に加えて、林業作業士と森林整備士の資格を持って 

いる場合、Ａさんの名を管理技術者欄に記入した上で、現場技術者欄に林業作業士と森林 



整備士のどちらか一方の資格を選んでＡさんの名を再記入できます。 

13 資格については、免許や認定等を証する書面の写しを添付して下さい。 

14  現場技術者に相当する他府県等で取得した資格については、資格名欄にその資格名を記載す

ると伴に、資格を取得した研修内容等がわかる書類を添付して下さい。 

15  実務経験年数は、森林整備に従事した年数を記入して下さい。 

16 常時雇用者に限ります。 

17 記入する枠が足らない場合は、行を追加して記入して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）作業班の数 

年間 60 日以上就業できる作業班数 

                                    2 班 

１ 作業員とは、現場で森林整備を実施するのに必要な技術を有する作業員をいい、作業班とは、

その作業員で構成されるものとします。 

２ 作業班とは、１名の班長と２名以上の班員で構成されるものとします。 

３ 前年度の臨時的就業者数の実績を考慮して、今年度も年間 60日以上の就業が可能な作業班数

を記入して下さい。 

４ 落札後、森林整備工事の契約前に、作業班の数と作業員の氏名（社会保険証、賃金台帳、雇 

用契約書、就業協定書のいずれか）を確認する場合がありますので、確実に年間 60日以上就 

業可能な作業班数を記入して下さい。 

  なお、雇用契約、就業協定については、森林整備工事の契約前に結ばれたものでなければい

けません。 



４ 退職金制度への加入状況 

技術職員数 退職金制度加入者数 

20 18 

１ 技術職員数には（管理技術者、現場技術者、作業員など）の保険加入対象者を記入し 

て下さい。 

２ 退職金制度とは、林業退職金共済、中小企業退職金共済、建設業退職金共済、営林緑 

化労働基金、独自の退職金積み立て等をいいます。 

  森林整備に従事する管理技術者、現場技術者、作業員に対し退職金が 

 支給される制度に加入しているか、加入していないかの調査です。 

  退職金名は問いません。 



５ 安全管理の状況 

（１）労働災害発生件数（前年度、前々年度）             単位：件数

年 区 分 森林整備 建設工事 

前々年度 1 0 

前年度 0 1 

合計 1 1 

１ 休業４日以上の労働災害件数を記入して下さい。 

２ 前々年度、前年度とは、届出書の提出日が属する県の会計年度（4月 1日～翌年 3月 31 日）

の直前の県の２会計年度をいいます。 

３ 建設工事（土木工事、建築工事等）で発生した労働災害も記入して下さい。 

（２）施工、品質、安全管理の体制 

資  格  種  別 人数（人） 

1 級土木施工管理技士 3 人 

2 級土木施工管理技士 1 人 

1 級造園施工管理技士 2 人 

計 6 人 

１ 施工、品質、安全管理等が出来る資格保持者を記入し、免許や認定等を証する書面の写しを

添付して下さい。

２ 施工、品質、安全管理等が出来る資格保持者とは、施工管理技士等（土木、建設機械、造園

等）をいいます。

３ １人で複数の資格を有する場合は、資格種別の欄に該当する資格毎に記入してください。

なお、前項３の(1)で記入していただいた、管理技術者、現場技術者に必要な資格要件（林業技

士、森林整備士等）についての記入は必要ありません。



健康保険 厚生年金保険 雇用保険

健康保険 ○○健康保険組合

１０人 厚生年金保険 ■■■■■　▲▲▲▲▲

（　　３人） 雇用保険 ●●●●●●●●●●●-●●●

健康保険 本店一括

５人 厚生年金保険 本店一括

（　　１人） 雇用保険 本店一括

健康保険

人 厚生年金保険

（　　　人） 雇用保険

健康保険

人 厚生年金保険

（　　　人） 雇用保険

健康保険

人 厚生年金保険

（　　　人） 雇用保険

合計 人

（　　　人）

(3)確認書類
1. 健康保険及び厚生年金の加入状況の確認書類については、下記のいずれかを提出してください。
申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明（確認）書」の原本
申請時直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し

2. 雇用保険の加入状況の確認書類については、下記の書類を提出してください。
申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し

　（昭和44年法律第84号）第９条の規定による継続事業の一括の認可に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載すること。

　すること。

７ 「事業所整理記号等」の「厚生年金保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。ただし、厚生年金保険法
第

　８条の２第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記載すること。

８ 「事業所整理記号等」の「雇用保険」の欄については、労働保険番号を記載すること。ただし、労働保険の保険料の徴収等に関する法
律

載すること。ただし、健康保険法第34条第１項の規定による一括適用の承認に係る営業所については、「本店（○○支店等）一括」と記
載

用の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）については、記入
を
　要しない。

４ 「保険加入の有無」の「厚生年金保険」の欄については、従業員が厚生年金保険の被保険者の資格を取得したことについての日本年金
機

構に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等の厚生年
金

　保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。ただし、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第８条の２第１項の規定による

一括適用の承認に係る営業所（同条第２項の規定により適用事業所でなくなつたものとみなされるものに限る。以下同じ。）について
は、

　記入を要しない。

５ 「保険加入の有無」の「雇用保険」の欄については、その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となつたことについての公共職業安定
所

の長に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が１人も雇用されていない場合等の雇用保険の適
用

　が除外される場合は「３」を記入すること。

６ 「事業所整理記号等」の「健康保険」の欄については、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあつては健康保険組合名）を
記

健康保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。ただし、健康保険法（大正11年法律第70号）第34条第１項の規定による一括
適

記載要領

１　「営業所の名称」の欄は、別記様式第一号別紙二に記載した順に記載すること。

２ 「従業員数」の欄は、法人にあつてはその役員、個人にあつてはその事業主を含め全ての従業員数(建設業以外に従事する者を含む。)
を
　記載すること。（　）内には、役員又は個人事業主（同居の親族である従業員を含む。）の人数を内数として記載すること。

３ 「保険加入の有無」の「健康保険」の欄については、従業員が健康保険の被保険者の資格を取得したことについての日本年金機構又は
健

康保険組合に対する届出を行つている場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、従業員が４人以下である個人事業主である場合等
の

（注）適用事業所（法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主）であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設
国民健康保険（建設国保）等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被
保険者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。

様式第二十号の三（第四条関係） 【記載例】

健 康 保 険 等 の 加 入 状 況

営業所の名称 従業員数
保険加入の有無

事業所整理記号等

本店 1 1 1

姫路支店 1

営業所一覧表に記載した
順に記載すること。

各営業所ごとに、役員又は個人事業
主を含め、使用されている全ての人
数について記載すること。
( )内には従業員数の内、役員、個人
事業主（同居の親族である従業員を
含む。）を記載すること。

各営業所ごとに、各保険

に加入している場合「１」、

加入していない場合「２」、

適用除外の場合「３」を記

載すること。

健康保険：事業所整理記号及び
事業所番号（健康保険組合の場
合は、健康保険組合名）

厚生年金保険：事業所整理番号
及び事業所番号

雇用保険：労働保険番号







( ) 

( -1) ( -2)
( ) 





( -2 ) 

-2

-2



( -1 ) 

-1

-

-1



-1 ( ) 



-2 ( ) ( ) 
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